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〇欠席・遅刻の連絡について 

 病気やけが・体調不良あるいは、家庭の用事や忌引きなどで学校を欠席、遅刻する場合は、まなびポケットに

用件を書いていただき、お知らせください。 

     ※特別な事情であることを除き、電話での連絡はご遠慮ください。 

 

〇早退やけが発生時の連絡について 

 登校後に用事や体調不良、けがにより早退や受診が必要になった場合、ご家庭に連絡させていただきます。 

保護者の方のお迎えをお願いします。 

 

〇出席停止について 

 学校保健安全法における学校感染症については、学校保健安全法施行規則の規定により出席停止になります。 

伊丹市では、病気が治って登校する際に、『出席停止解除証明書』が必要です。コロナとインフルエンザにつ

いては、ホームページから様式をダウンロードし、保護者でご記入の上、学校に提出してくださいますようお願

いいたします。 

学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出席停止の場合、上記の用紙を学校側からお渡しします。 

 この用紙については、本校のホームページからもダウンロードすることができます。 

  


